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市職員が市内イベントの取材で撮影した写真は、広報とりでや市ホームページ、その他市が発行する冊子などで使用することがあります。

8年度　証明書の発行は6月15日（月）から

◆納付書で納める（普通徴収）
　納税通知書に同封されている納付書で、各納期限までに納めてください。（納
付書による納付か口座振替）
◆公的年金からの天引き（特別徴収）
　8年4月1日時点65歳以上で、公的年金から市・県民税・森林環境税が天引き（特
別徴収）される方は、8年10月・12月・9年2月の特別徴収税額と、9年4月・6月・
8月の仮特別徴収税額を併せてお知らせします。
▶公的年金以外の所得がある方
　公的年金から天引き（特別徴収）される税額は、公的年金の所得に係る税額です。
そのため、公的年金以外の所得がある方は、納付書による納付や口座振替（普通
徴収）や給与からの天引き（特別徴収）など、複数の徴収方法となる場合があります。
◆勤務先の給与からの天引き（特別徴収）
　5月中に、勤務先へ税額の決定通知書を発送しました。

　8年度（7年1月1日～ 12月31日の所得に係るもの）の課税証明書・非課税証明書
などは、納税通知書発送日の6月15日（月）から発行可能です。市・県民税・森林
環境税の全額が給与から天引き（特別徴収）されている方は、すでに発行可能です。
▶マイナンバーカードを利用した課税証明書などのコンビニ交付
　コンビニでの証明書の発行は全て6月15日（月）からです。
※メンテナンスのため、6月14日（日）は終日、コンビニでの証明書の発行ができ
ませんので、ご注意ください。

　令和8年度の市・県民税・森林環境税納税通知書を6月15日（月）付けで発送しま
す。市・県民税・森林環境税は、8年1月1日時点市内在住で、7年中（7年1月1日
～ 12月31日）に一定以上の所得があった方に課税されます。対象者には納税通知
書を発送し、非課税の方には納税通知書は発送しません。

令和8年度 市・県民税・森林環境税令和8年度 市・県民税・森林環境税
納税通知書を発送します納税通知書を発送します

問 課税課☎内線1243

納付方法など

市ホームページから申告書が作成できます

　市ホームページから、市・県民税・森林環境税の税額の試算と
申告書の作成ができます。まだ申告を済ませていない方は、ご利
用ください。

市ホームページ

　6月1日から「日本瓦
ガ ス

斯株式会社」が取手ウェルネスプラザ・取手ウェルネス
パークのネーミングライツパートナーとなり、愛称が「ニチガス取手ウェルネ
スプラザ・ニチガス取手ウェルネスパーク」になります。

愛称・ネーミングライツパートナーが決定 問 管財課☎内線1615

取手ウェルネスプラザ・取手ウェルネスパーク取手ウェルネスプラザ・取手ウェルネスパーク

▶愛称…ニチガス取手ウェルネスプラザ・ニチガス取手ウェルネスパーク
▶ネーミングライツパートナー…日本瓦斯株式会社
▶愛称の使用期間…6月1日～令和12年3月31日※指定管理者契約期間

と り びと り び

と り びと り び

取 手 美 術 作 家 展
問 文化芸術課☎内線1291

日時	 6月13日(土)～ 23日(火)10:00～ 18:00
会場	とりでアートギャラリー(アトレ取手4階)

　取手美術作家展「とりび」は、市内外
で活躍する作家の作品を鑑賞できる展
覧会です。今年は郷土作家34人による
力作を発表します。取手市ならではの
豊かな芸術空間をお楽しみください。

日時	 6月13日（土）11:00 ～
内容	� 出品作家紹介・ギャラリー

コンサート※申込不要

オープニングセレモニー

日時	 6月14日（日）
	 14:00 ～ 15:00
内容	� 出品作家が、来場者と一

緒に作品を鑑賞しながら
解説します。※申込不要

一般向けギャラリーツアー

　茨城県木造住宅耐震診断士が、耐震補強が必要かを判断します。現地調査は8
月以降に行います。
定員	 5棟※多数は抽選。7月上旬ごろ決定予定
申込	 申込書を建築指導課（分庁舎）へ持参※開庁日のみ
	 ◎申込書は建築指導課窓口か市ホームページで入手可
締切	 6月30日（火）

木造住宅　無料耐震診断実施

市ホーム
ページ

　耐震改修設計を伴う耐震改修工事または耐震建替工事をする方に、費用の一部
を補助します。
定員	 先着1棟
申込	 申請書を建築指導課（分庁舎）へ持参※開庁日のみ
	 ◎申請書は建築指導課窓口か市ホームページで入手可
締切	 8月31日(月）
◆悪質な勧誘に注意
　市職員が訪問する際は、身分証明書を携帯しています。また、
耐震診断士は「茨城県木造住宅耐震診断士」の登録証を携帯してい
ます。

木造住宅　耐震改修費または耐震建替費の一部を補助

市ホーム
ページ

木造住宅の耐震化を支援します
問 建築指導課☎内線3124

対象	 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの
※その他の条件など、詳細は市ホームページをご確認ください。


